令和７年度第３回三鷹市国民健康保険運営協議会会議録要旨

●開催日　令和８年１月８日（木）
●出席委員　清水委員、村越委員、中柴委員、土田委員、浅見委員、内原委員
渡邉委員、福田委員、鹿野委員、進邦委員、吉田委員、前田委員
瀧下委員、野本委員（14名　名簿順）
●市　　側　河村市長、原島市民部長、金木市民部調整担当部長、
水口納税課長、佐藤保険課長、白戸健康推進課長、新井保険課長補佐、
佐藤国保加入係長、木村国保給付係長
●傍 聴 者　１名


１　開　会
２　市長挨拶
３　議　事
　　三鷹市国民健康保険税の改定について（協議）
＜資料説明＞
保険課長：資料１「国民健康保険税と国民健康保険料の相違」、資料２「【軽減判定所得引上げ後】子ども・子育て支援金モデル世帯における影響額（給与所得者）」の説明
＜質疑応答＞
委　員：運営主体がどこで保険税の徴収などの業務はどこで行うのかについては、運営主体は都道府県であり、窓口業務などは市町村になると認識している。前回聞きたかった、保険税なのか保険料なのかについて、改めて確認させていただきたかったので、追加資料で示していただきありがとうございます。
　　　　この資料では滞納処分の根拠について、保険税では滞納者が徴収金を支払わない場合に財産を差し押さえなければならないという表記になっている。保険料は地方自治法第231条の３第３項に、支払わない場合は地方税の滞納処分の例により処分することができるという記載にとどまっている。また、消滅時効について、保険税は５年間権利を行使しないと時効により消滅するが、保険料は２年経過したときに時効により消滅すると記載されている。これを見る限り、保険料より保険税のほうが支払う側としては条件が厳しいと思う。税として子ども・子育て支援分を徴収することを真摯に考るべきである。これでは、支援したいが子ども・子育て支援分の保険税を払えない人は未納者として財産を差し押さえされる可能性がある。税金を支払う側からすると、これは重い話である。三鷹市にはこのような現状を理解した上で仕事をしていただきたい。
納税課長：税金という重いものを徴収するにあたり、誠心誠意対応している。事情があり納付できないかたも一定数いることも事実なので、納税相談の中で事情を聴き、分割納付や一定期間の保留など状況に即した取扱いをさせていただいている。
委　員：前回も説明していただいたが、子ども・子育て支援金について、全国平均より三鷹市は約２倍の金額になるため、重い負担になることを踏まえ、市独自に一般会計からの繰入れなど、何かしらの軽減措置を取ることができるのか、もう一度説明していただきたい。
保険課長：三鷹市の子ども・子育て支援金が想定よりも高くなった理由であるが、三鷹市の被保険者は全国より平均所得が高いため、所得割が高くなってしまう。それに対して市として独自の軽減措置ができるかについては、制度として法定外繰入などで対応することは禁止されているものではないが、被保険者の負担を軽減させるためには、市独自ではなく、医療、介護、後期も含めた国民健康保険税の全体を考える中で、国からの財源を確保した上で全国一律に軽減措置を行うという認識であり、そのことについて今までも国に働きかけを行っている。子ども・子育て支援金についても同様と考えている。
委　員：市としての考え方は分かる。子ども・子育て支援金以外の保険税本体部分は据置きと伺っているが、支援金分が上乗せされるということなので、やはり市として独自の軽減措置の拡充が必要だと思う。また、資料１の３では、法定軽減の５割軽減、２割軽減の判定所得が引上げになるとのことだが、これにより新たにどの位の人数が軽減を受けられるようになるのか。
保険課長：今回の見直しによる軽減対象の影響については人数ではなく世帯となるが、５割軽減が35世帯程度、２割軽減が24世帯ほど増える見込みである。
委　員：これまでよりプラス35世帯とプラス25世帯ということで、あまり軽減対象が広がらないは、三鷹市は所得の高い被保険者が多いことが要因かと思う。また、課税限度額については３万円ということで、支払能力があるかたからは取っても良いのではと個人的には思う。
国保新聞の最終面にある記事の「国保のすがた」による調査では、無職の人は76.2％で、相対的に低所得者の割合が高止まりであると書かれている。自営業は17.3％にとどまるとも書かれているが、三鷹市の被保険者の無職者の割合などの状況や特徴が全国と同じ傾向なのか分かれば答弁いただきたい。
　　保険課長：無職者のかたという抽出はできないため回答は難しい。
委　員：法定軽減の判定所得は引き上がっても、子ども・子育て支援金が前回の資料より上がるというのはどういうことか。例えば、資料２のＢの③では２割軽減のかたが前回の資料より100円支援金分が増えているのはなぜか。
保険課長：世帯の給与所得の上限が引き上げられたため、そこに対する所得割のおおもとになる数字が上がってしまうため、結果的に保険税も上がることになる。ただし、軽減措置額は反映しているので、軽減措置を受けていない世帯より上がり幅は少なくなっている。
委　員：所得に連動してしまうのは仕方がないが、やはり負担増になることは看過できない。
次回の協議会は16日であるが、標準保険税率の本算定が判明後に保険料改定の議論となるのか。
保険課長：本算定は、例年のスケジュールの傾向では１月の３連休前後に示されるのではないかと考えている。
保険課長：子ども・子育て支援金については、市独自の税率を設定するのではなく、国から示される標準保険税率を各自治体が導入するように求められているため、標準保険税率で導入させていただくことについての議論となる。本算定で示された税率が仮算定と変わったことについて認めるかという議論とはならないので、本算定どおりに導入させていただくことを議論させていただく。
委　員：市として標準保険税率が絶対ではないということか。
保険課長：標準保険税率で導入させていただきたいと考えている。
委　員：標準保険税率でいくということですね。今までの経験上、本算定が仮算定より下がることが多いと見込まれているが、その見通しは今も変わらないか。
保険課長：国及び都からは数字が変わるような情報は何も示されていないので、どちらになるかは分からないが、下がる傾向ではあると考えている。
委　員：昨年の終わりに議員団には、他の税金も含めて保険税を払えないという市民からの相談が相次いでおり、本当に今の暮らしの中では税負担が重くなっていることを実感している。特に国保は１期あたりの金額も多いように思うので、市独自の軽減措置の拡充等も引き続き検討していただきたい。
委　員：資料２についてお伺いする。モデル世帯の影響額について、例えば、Ｂの40代・４人世帯（未就学児２人）の一番収入が多い500万円のかたは現行の保険税は46万円ほどと高く、ここに子ども・子育て支援分がプラスされ47万円ほどになる。このケースでは給与所得が350万円くらいなので、約50万円納めると約300万円で１年間過ごさなければならない。Ｃのケースも同様で給与所得350万円くらいから保険税51万4,000円が引かれて約300万円で１年間を過ごさなければならない。このご時世では本当に厳しい金額だと思う。子ども・子育て支援分を納めることで子育て世代の首を絞めることはあってはならない。三鷹市には、個々の市民がなぜ保険税が上がるのかという声に丁寧に説明をしていただきたい。
委　員：再確認であるが、今回の議論は令和８年度分であり、令和９年度も子ども・子育て支援分の増税はあるのか。
保険課長：子ども・子育て支援金については、国より医療保険加入者全体から１兆円を集める想定の中で、令和８年度には、まず6,000億円を集めるために保険税として課税させていただく。令和９年度は１兆円との中間の8,000億円を集めるため新たに増税を行い、令和10年度に１兆円に到達するまであと２回、少しずつ増税することを想定している。それ以降についての増額はないことを国は想定している。
委　員：激変緩和措置で6,000億円、8,000億円、１兆円と増えることは理解した。令和９年度はまた改めての協議をお願いする。

４　閉　会
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